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❖ 委任状（原告募集のチラシ）はＨＰからダウンロードで
きます。また、上記連絡先に申し込んで下さればお送りし
ます。注意書きをよくお読みいただき、押印、レシート類
を委任状の裏に添付のうえ、下記の住所までお送り下さい。
（訴訟の会の住所とは異なりますのでご注意下さい）。

　〒105-0003　
　東京都港区西新橋1-9-8　南佐久間ビル2F
　むさん法律事務所気付
　即大違憲訴訟の会（準備会）　宛て

❖訴訟費用として、年間会費として3,000 円（1口）を
ご入金下さい。（支援会員も会費同額で募集します）
　郵便振替口座 
  00120-3-293255（即位・大嘗祭違憲訴訟の会 )

第１次提訴は12月10日の予定です

❖これまで、有志が集まって、訴訟の会（準備会）として
相談を重ね、訴訟の準備を進めてきました。提訴は12月
10日午後、東京地裁に行う予定です。

❖訴訟書類の準備のため、第1次訴訟委任状は11月 30
日到着分をもって締め切りとします。
第2次訴訟も考えていますが、ぜひお早めにお送り下さい。

違憲の天皇「代替わり」儀式にNOの声を !

❖ 来年、2019 年 4月 30日に天皇が生前退位し、5月
1日に皇太子が新天皇として即位することになっています。
この日、「三種の神器」などの受け渡しの儀式がなされ、新
天皇が「三権の長」に対して即位を宣言する儀式が行なわ
れます。また秋には、10月22日に「高御座」に立って内
外に即位を宣言する儀式とパレードと宴会が行なわれます。
また、11月14日から15日にかけて、天皇の「霊」を受
け継ぐ「皇室祭祀の儀式「大嘗祭」が行なわれます。これ
らはすべて「国事行為」または「皇室行事」として、国の
予算を投じておこなわれるものです。

❖ 天皇の「代替わり儀式」は、これに付随してたくさんな
されますが、私たちは、一連の儀式が、憲法の「政教分離原則」
「主権在民原則」からみて、多くの問題をはらんでおり、こ
れに対する税金の支出は明らかな違憲の行為であると考え、
国を相手どり、一連の儀式に対する税金の支出に対する差
し止め請求と、違憲確認を求める訴訟を、東京地裁にたい
しておこすことを決意しました。

❖ 私たちは、全国の皆さんに、ぜひこの裁判に、原告として、
あるいは支援者として加わって下さるよう、呼びかけます。

誰でも原告になれます

❖ この訴訟は、日本全国どこにお住まいの方でも原告にな
れます。被告は、「国」です。原告になるには、代理人弁護
士への委任状を提出する必要があります。

12月10日（月）、第１次提訴予定
委任状は11月30日（金）到着分まで。



2◉ 2 0 1 8 . 1 1 . 9 ／ № 0 0

「即位の礼・大嘗祭」違憲訴訟を呼びかけます。

　私たちは、天皇の「生前代替わり」に際して、私たちの
税金を憲法に違反する諸行事に使わないよう、公費支出差
し止め訴訟を起こしたいと思います。
　2019年に天皇が退位し、皇太子が即位するということ
が言われています。
　2016年の天皇の「ビデオメッセージ」に始まった「退位」
騒ぎは、2017年 6月 16日に次のような「天皇の退位等
に関する皇室典範特例法」という「法律」を作りました。

　「この法律は、天皇陛下が、昭和六十四 [1989] 年一月
七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行
為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじ
めとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、
八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇と
して自ら続けられることが困難となることを深く案じて
おられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこ
れらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、こ
の天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること
……」

　不気味な条文です。法律名では「天皇」となっているも
のが、条文の中では「天皇陛下」と「天皇」に書き分けら
れています。人間明仁を指すときに「天皇陛下」、制度上
の役割を示すときには「天皇」としているかのようですが、
法律なのに敬語が満載されてもいます。
　日本国憲法が規定している国事行為以外の天皇の行為は、
憲法原理からは認められるものではありません。「象徴とし
ての公的な御活動」なぞ、憲法上、存在しえないのです。
それどころか、天皇は憲法が定めた特別の公務員として「憲
法を尊重し擁護する義務を負」います（日本国憲法第99
条）。
　天皇は憲法上、世襲の「象徴」とされていますが、ある
天皇から、次の天皇が天皇となるための手続きは何も書か
れていません。しかし、昭和天皇死去（現天皇就任）の際
の 1990年には、「即位の礼・大嘗祭」が 123億円とい
う膨大な税金をかけて行なわれました。皇室典範には「皇
位の継承があったときは、即位の礼を行う」とありますが、
即位の礼の内容についての定めもなく、大嘗祭は、記載す
らありません。実際に行なわれた即位礼と大嘗祭をふくむ
一連の諸儀式は、政教分離・主権在民原則の憲法原理に反
するものであり、このときにおこされた訴訟で大阪高裁は、
「違憲の疑い」を明確に判示しました。
　そもそも、「すべて皇室財産は、国に属」するもの（日本
国憲法第88条）であり、その財産も、天皇が日常的に使っ
ている経費も、もともと私たちの税金です。

　私たちは、天皇の生前代替わりに際して、このような憲
法違反の行為に税金支出をさせないよう、公費支出差し止
め訴訟（納税者訴訟）としてこれを問う裁判を起こしたい
と思います。消費物資を購入している人であれば、みな消
費税という形で納税しています。違法な税金支出に異議を
唱えることは、納税者の権利であり主権者としての義務で
す。多くの方の参加を願います。

　2018年 10月 1日

　【呼びかけ人（50音順）】

　　石川逸子（詩人）
　　鵜飼哲（フランス文学・思想研究者）
　　小倉利丸（元大学教員・現代社会論）
　　木村眞昭（真宗僧侶）
　　小林緑（国立音楽大学名誉教授）
　　桜井大子（女性と天皇制研究会）
　　佐野通夫（大学教員・教育学）
　　菅原龍憲（真宗僧侶）
　　辻子実（安倍靖国参拝違憲訴訟原告）
　　関千枝子（ジャーナリスト）
　　関谷興仁（作陶家）
　　菱木政晴（靖国合祀イヤです・アジアネットワーク）
　　星出卓也（日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会
　　　委員長）

活動日誌（5月 -11 月）

5 月 14日（月） 第１回相談会
6月 1日（金） 第 2回相談会
6月 15 日（金）～ 16日（土）第 31回政教分離
訴訟全国交流会（京都）に参加

7月 19日（木） 第 3回相談会
8月 23日（金） 第 4回相談会
9月 28日（金） 第 5回相談会
10月 5日（金） 原告募集開始
10月 29日（金）第 6回相談会
11月 9日（金） 即位・大嘗祭違憲訴訟の会立ち
上げ集会（後楽園）


